
処方・調剤・
保険請求の

Q 入院吋者間…ん交付について

質問です。先日，入院中の患者の処方せんで

あるという理由により，レセプトが返戻されてきました。

入院中であっても他の保険医療機関を受診するととはあ

ると思いますが，その際に交付された処方せんについて

は，調剤報酬としてレセプト請求するととは認められな

いのでしょうか。(匿名希望)

A 患者が入院山る保険医療機肝算定する

入院基本料の種別によって，算定可能な調剤

報酬点数の範囲は異なりますが， DPC算定病棟に入院中

の患者である場合を除き，入院中の患者が他の保険医療

機関を受診した際に交付された処方せんについて保険請

求(レセプト請求)を行うことは可能です。

入院中の患者に対して，他の保険医療機関(以下，他

医療機関)での診療の必要性が生じた場合は，他医療機

関へ転医または対診を求めることが原則とされています。

ただし，入院中の保険医療機関(以下，入院医療機関)

以外での専門的な診療が必要であるなど，やむを得ない

場合に限り他医療機関を受診することが認められており，

一定の算定範囲の制限はあるものの，その際に交付され

た処方せんに係る調剤の費用についても，保険薬局が調

剤報酬としてレセプト請求を行うことが可能です。

また，そのような処方せんである場合には，他医療機

関が処方せんを交付する際に，処方せんの「備考」欄に，

①入院中の患者である旨，②入院医療機関の名称，③出

来高入院料を算定している患者であるか否かーーについ

て記載することとされています (表1)。

そして，そのような処方せんに対して算定が認められ

ている調剤報酬の項目は 調剤基本料(加算を含む)と服

薬情報等提供料に限られますが 「出来高入院料を算定

する病床に入院中の患者Jである場合には，これらに加

えて調剤料(加算を含む)，薬剤料，特定保険医療材料料

を含めることができます (表2)。
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表1 入院中の患者に対する処方せんへの記載

(問2) 入院中の患者が他医療機関を受診する場合，入院医療
機関，他医療機関，薬局間での処方内容等の情報共有は，
どのように行うのか。

(答) 他医療機関において院内処方を行う場合には，他医療
機関が入院医療機関に対して処方の内容を情報提供する。

また，他医療機関が処方せんを交付する場合には，
処方せんの備考欄に，①入院中の患者である旨 ①入
院医療機関の名称，①出来高入院料を算定している恩
者であるか否かについて記載して交付することとし，
当該処方せんに基づき調剤を行った薬局は.調弗l内容
について入院医療機関に情報提供する。

※111来高入院料を算定する患者とは， DPCf):~病棟に入院する忠者以外の
息者であって，療養病棟入院基本料.有床診療所療養病床入院基本科及
び特定入|民基本料を除く入院基本科をf):jEする忠者をいう。

「疑義解釈資料の送付について(その4)J
(平成22年6月4日事務巡給， )厚生労働省保険局医療課)より

ただし， DPC算定病棟に入院している患者である場合

は，前述のようなレセプト請求は認められていません。

すなわち，調剤に係る費用は入院医療機関において算定

することになりますので，保険薬局としては，当該病院

との相互の合議により費用精算を行うしかありません。

Q 在 宅 患 者 訪 問 薬 剤 管 理 問 の 算 定 問隔

は r6日以上」とするととになっていますが，

例えば今月末と来月初めに訪問指導を実施するような

ケース，すなわち，算定日が月をまたがる場合でも r6日

以上」の算定日の間隔は必要と考えるべきですか。

A 

(匿名希望)

同一の処方せんに係る在宅薬剤管理指導であ

るならば，算定日の間隔は 16日以上Jとする

必要があると考えます。

在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定にあたっては，原

則として患家を訪問する前に，保険薬剤師が「薬学的管

理指導計画」を策定するよう求められています。同計画

は，処方医から提供された診療状況を示す文書などに基

づいて，患者の心身の特性や処方薬剤lを踏まえて策定さ



表2 入院中の患者の処方せんで保険請求できる調剤報酬

入院中の患者の区分
- 孟 ~I 保幌町|恥山プーな点数

. 司ー_.--c三 調剤l技術料一三忌[111司 薬学管理純一ー 111 薬斉酬など

尚来高入院科を算定ずも病床に入院し卜翻弗j基本科(加算を含む) -薬剤キ|
ている患者 ト制剤料(加算を含む)

. Jlll楽情報等提供料のみ
・特定保険医療材料料

目提申 棟入際事喜オ史料 有康診|
所I養病床-入院基本料，特ト調剤基本料(加算を合む)のみ| 住~-J V_.IU;7' I・服薬情報等提供料のみ

定入院基本料を算定している|車線剤斜4知鋒を舎も争怯}
xlU 

場合

DPC算定病棟に入院している患者 xll') x自) X11) 

注)保険制求できない部分については，入院中の保険医療機関との合識による精算を行うことになる。

れるもので，薬剤の管理方法，処方薬剤の副作用・相互

作用などを確認のうえ，実施すべき指導内容，患家への

訪問回数，訪問間隔などを記載します。

ような理由によって策定する計画内容に影響が生じる(算

定日の間隔が6日未満となる)とは考えにくいでしょう。

算定要件の通知の中では，月をまたいだ場合の算定日

の間隔の取り扱いについてまで明記されているわけでは

ありませんが，算定要件で示されている趣旨を総合的に

考えれば，少なくとも同ーの処方せんに係る在宅薬剤管

理指導については，月をまたぐか杏かにかかわらず算定

日の間隔はr6日以上Jとする必要があると考えます。

そして，算定の日の間隔について，月 2回以上算定す

る場合はr6日以上Jとするよう算定要件が定められてい

ます。処方せんを受け付けたタイミングによっては，月

の下旬に受け付けた処方せんに係る在宅薬剤管理指導の

実施日が当月と翌月にまたがることになりますが，その
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